
新旧対照表

新 旧

高知県伝統的工芸品産業等後継者育成対策事業費補助金交付要綱

第１条から第３条まで省略

（補助対象経費及び補助率等）

第４条 補助対象経費及び補助率は、次に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000

円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

高知県伝統的工芸品産業等後継者育成対策事業費補助金交付要綱

第１条から第３条まで省略

（補助対象経費及び補助率等）

第４条 補助対象経費及び補助率は、次に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000

円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

事業名 補助対象経費 研修期間 補助対象事業

費上限額

補 助

率

備考

短期研

修事業

短期研修開催に要する次

の経費とする。

・案内チラシ

・パンフレット作成費

・指導者への謝金及び旅

費

・ホームページの作成費

・通信運搬費

・消耗品費

・材料代

・その他知事が認めるも

の

５日以上

（研修1日目

から最終日

までが３ヶ

月以内であ

れば研修日

が連続して

いなくても

可とする）

１研修当たり

30万円/年。

指導者への謝

金について日

額 9,000 円を

上限とし、複数

指導者による

研修を実施す

る場合も謝金

の合計額は同

額を上限とす

る。

３ 分

の ２

以内

・研修中の滞在

費、研修地への

往復の旅費等は

研修生自身の費

用負担とする。

・研修生と指導

者が３親等以内

の場合は補助対

象外。

研修環

境整備

事業

補助対象経費は、研修場

所や後継者の確保、育成

に必要な備品購入等にか

かる経費とする。

・研修用道具の購入又は

リース料

・修繕費

・その他知事が認めるも

の

30万円/年 ３ 分

の ２

以内

・上限額は、研

修生を受け入れ

る事業者ごとと

する。

・ただし、研修

用道具について

は、研修の用に

供すべき物が無

い場合に限る。

・学校形式によ

る育成施設につ

事業名 補助対象経費 研修期間 補助対象事業

費上限額

補 助

率

備考

短期研

修事業

短期研修開催に要する次

の経費とする。

・案内チラシ

・パンフレット作成費

・講師への謝金及び旅費

・ホームページの作成費

・通信運搬費

・消耗品費

・材料代

・その他知事が認めるも

の

５日以上 １研修当たり

30万円/年。

講師への謝金

について日額

9,000 円を上

限とし、複数講

師による研修

を実施する場

合も謝金の合

計額は同額を

上限とする。

３ 分

の ２

以内

・研修中の滞在

費、研修地への

往復の旅費等は

研修生自身の費

用負担とする。

・３親等以内は

補助対象外。

研修環

境整備

事業

補助対象経費は、研修場

所や後継者の確保、育成

に必要な備品購入等にか

かる経費とする。

・研修用道具の購入又は

リース料

・修繕費

・その他知事が認めるも

の

30万円/年 ３ 分

の ２

以内

・上限額は、研

修生を受け入れ

る事業者ごとと

する。

・ただし、研修

用道具について

は、研修の用に

供すべき物が無

い場合に限る。

・学校形式によ

る育成施設につ

いては、上限額



いては、上限額

に受入者数をか

けた範囲内を上

限とする。

研修者

受入事

業

補助対象経費は、研修生

に支給する研修補助金等

とする。

・図書教材費

・道具代

・原材料費

・研修視察費

・研修生受入生産者等と

の連絡会等への参加費

・損害保険料

・研修中の生活費

・その他知事が認めるも

の

３か月以上

２年以内。１

か月におけ

る研修日数

は原則とし

て20日以上。

研修生１人当

たり月額 15

万円

３ 分

の ２

以内

ただし、指導者

とは別生計であ

る者。

研修受入生産者等に支給

する謝金とする。

研修受入生産

者等１人当た

り月額12万５

千円。ただし、

研修受入生産

者等が、複数の

指導者による

研修を実施す

る場合は、研修

生１人当たり

につき月額12

万５千円とす

る。

10 分

の10

以内

３ 分

の ２

以内

・月額５万円ま

での補助率は

10分の10以内。

・月額５万円を

超え 12 万５千

円までの部分の

補助率は、３分

の２以内とす

る。

・研修生と受入

生産者等が３親

等以内の場合は

補助対象外。

に受入者数をか

けた範囲内を上

限とする。

研修者

受入事

業

補助対象経費は、研修生

に支給する研修補助金等

とする。

・図書教材費

・道具代

・原材料費

・研修視察費

・研修生受入生産者等と

の連絡会等への参加費

・損害保険料

・研修中の生活費

・その他知事が認めるも

の

３か月以上

２年以内。１

か月におけ

る研修日数

は原則とし

て20日以上。

研修生１人当

たり月額 15

万円

３ 分

の ２

以内

ただし、指導者

とは別生計であ

る者。

研修受入生産者等に支給

する謝金とする。

研修受入生産

者等１人当た

り月額12万５

千円。ただし、

研修受入生産

者等が、１人ま

たは複数の研

修生に対して、

複数の組合員

（または事業

者）で研修生を

受け入れる生

産組合等の場

合は、研修生１

人当たりを月

額12万５千円

とする。

10 分

の10

以内

３ 分

の ２

以内

・月額５万円ま

での補助率は

10分の10以内。

・月額５万円を

超え 12 万５千

円までの部分の

補助率は、３分

の２以内とす

る。

・３親等以内は

補助対象外。



（対象研修生等）

第５条 短期研修事業、研修環境整備事業及び研修者受入事業における対象研修生は、次の各号のい

ずれにも該当する者とする。

（１）伝統的工芸品等産業に就業意思のある新規就業希望者で、伝統的工芸品等産業に従事していない

者。

（２）義務教育を終了し、研修開始年の４月１日現在において15歳以上65歳未満である者。

（３）対象研修受入生産者等の工場や加工場のある市町村に居住している者（ただし短期研修に参加す

る者は除く）。

（４）県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がない者。

２ 販路開拓支援事業の対象となる長期研修修了生等は、第１号又は第２号のいずれかに該当し、か

つ、第３号及び第４号に該当する者とする。

（１）前条における長期研修を修了した者であり、事業開始年の４月１日現在において伝統的工芸品等

産業に従事している者。

（２）前号の他、研修者受入事業を実施した産地組合が推薦する者であり、かつ、事業開始年の４月１

日現在において伝統的工芸品等産業に従事している者。

（３）高知県内に居住している者。

（４）県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がない者。

（対象研修生等）

第５条 短期研修事業、研修環境整備事業及び研修者受入事業における対象研修生は、次の各号のい

ずれにも該当する者とする。

（１）伝統的工芸品等産業に就業意思のある新規就業希望者で、伝統的工芸品等産業に従事していない

者。

（２）義務教育を終了し、研修開始年の４月１日現在において15歳以上65歳未満である者。

（３）対象研修受入生産者等の工場や加工場のある市町村に居住している者（ただし短期研修に参加す

る者は除く）。

（４）県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がない者。

２ 販路開拓支援事業の対象となる長期研修修了生等は、第１号又は第２号のいずれかに該当し、か

つ、第３号及び第４号に該当する者とする。

（１）前条における長期研修を修了した者であり、事業開始年の４月１日現在において伝統的工芸品等

産業に従事している者。

（２）前号の他、研修者受入事業を実施した産地組合が推薦する者であり、かつ、事業開始年の４月１

日現在において伝統的工芸品等産業に従事している者。

（３）高知県内に居住している者。

（４）県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がない者。

学校形式による育成施設

の管理に関する経費とす

る。

３分の１以内 他の補助事業の

対象経費を除い

た事務管理費の

３分の１以内を

上限とする。

販路開

拓支援

事業

長期研修修了生等が行う

国内外での市場調査に要

する次の経費とする。

・旅費

・専門家謝金

・資料購入費

・通信運搬費

・消耗品費

・翻訳料

・通訳料

・その他知事が認めるもの

１年以内 １産地組合当

たり70万円／

年

３ 分

の ２

以内

学校形式による育成施設

の管理に関する経費とす

る。

３分の１以内 他の補助事業の

対象経費を除い

た事務管理費の

３分の１以内を

上限とする。

販路開

拓支援

事業

長期研修修了生等が行う

国内外での市場調査に要

する次の経費とする。

・旅費

・専門家謝金

・資料購入費

・通信運搬費

・消耗品費

・翻訳料

・通訳料

・その他知事が認めるもの

１年以内 １産地組合当

たり70万円／

年

３ 分

の ２

以内



（対象研修受入生産者等）

第６条 短期研修事業、研修環境整備事業及び研修者受入事業における間接補助事業者となる研修受

入生産者等は、次の各号のいずれかに該当すること。

（１）伝統的工芸品等の指定又は認定を受けた団体又は生産者

（２）伝統的工芸品等の指定又は認定を受けた団体から推薦を受けた生産者

２ 前項に該当する研修受入生産者等は、次の各号の全てに該当すること。

（１）伝統的工芸品等産業の経験が10年以上の指導者を１名以上確保すること。

（２）研修を行う伝統的工芸品の研修施設を持つこと。

（３）県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。

３ 販路開拓支援事業における間接補助事業者となる産地組合は、次の各号のいずれかに該当するこ

と。

（１）伝統的工芸品を製造する事業者を直接又は間接の構成員とする事業協同組合等。

（２）伝統的特産品を製造する生産団体。

（研修期間等）

第７条 第４条の規定による研修者受入事業の対象となる研修の期間は、研修生１名につき３か月以

上２年以内とし、１か月における研修日数は、原則として20日以上とする。ただし、月途中の研修

開始又は事故等のやむを得ない理由が生じた場合は、この限りではない。

２ ２年を超える研修を行う事を妨げない。ただし、２年を超える期間については、補助対象としな

い。

３ 第４条の規定による販路開拓支援事業の対象となる市場調査は、複数回あるいは複数名により実

施する事を妨げない。

（研修内容等の検討及び状況確認）

第８条 補助事業者は、第４条の規定による研修事業を実施する場合、事前に研修生個別の研修カリキ

ュラムを確認し、また、定期的に研修実施状況の確認を行い、研修修了後は、研修日誌を知事に提出

しなければならない。

２ 補助事業者は、第４条の規定による研修事業を実施する場合、研修を開始して３ヶ月を経過した時

点で、定期的な研修実施状況の確認に合わせて研修生の適性を確認するものとする。

３ 補助事業者は、第４条の規定による販路開拓支援事業を実施する場合、事前に市場調査の概要等を

確認するとともに、市場調査終了後は、調査結果報告書を知事に提出しなければならない。

第９条から第13条まで省略

（補助事業の変更、中止及び廃止）

第14条 補助事業者は、補助事業の内容又は経費の配分について、次の各号のいずれかの変更、中止、

（対象研修受入生産者等）

第６条 短期研修事業、研修環境整備事業及び研修者受入事業における間接補助事業者となる研修受

入生産者等は、伝統的工芸品等の指定又は認定を受けた団体、団体の構成員、生産者であるととも

に、次の各号のいずれにも該当すること。

（１）伝統的工芸品等産業の経験が10年以上の生産者等。

（２）研修施設を持つ伝統的工芸品等の団体等。

（３）県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がない者。

２ 販路開拓支援事業における間接補助事業者となる産地組合は、次の各号のいずれかに該当するこ

と。

（１）伝統的工芸品を製造する事業者を直接又は間接の構成員とする事業協同組合等。

（２）伝統的特産品を製造する生産団体。

（研修期間等）

第７条 第４条の規定による研修者受入事業の対象となる研修の期間は、研修生１名につき３か月以

上２年以内とし、１か月における研修日数は、原則として20日以上とする。ただし、月途中の研修

開始又は事故等のやむを得ない理由が生じた場合は、この限りではない。

２ ２年を超える研修を行う事を妨げない。ただし、２年を超える期間については、補助対象としな

い。

３ 第４条の規定による販路開拓支援事業の対象となる市場調査は、複数回あるいは複数名により実

施する事を妨げない。

（研修内容等の検討及び状況確認）

第８条 補助事業者は、第４条の規定による研修事業を実施する場合、事前に研修生個別の研修カリキ

ュラムを確認し、また、定期的に研修実施状況の確認を行い、研修修了後は、研修日誌を知事に提出

しなければならない。

２ 補助事業者は、第４条の規定による研修事業を実施する場合、研修を開始して３ヶ月を経過した時

点で、定期的な研修実施状況の確認に合わせて研修生の適性を確認するものとする。

３ 補助事業者は、第４条の規定による販路開拓支援事業を実施する場合、事前に市場調査の概要等を

確認するとともに、市場調査終了後は、調査結果報告書を知事に提出しなければならない。

第９条から第13条まで省略

（補助事業の変更、中止及び廃止）



若しくは廃止をしようとするときは、事前に知事と協議のうえ、別記第２号様式による補助金変更

（中止・廃止）承認申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

（１）補助事業の中止、若しくは廃止

（２）研修生の研修の中止

（３）研修生の研修期間の変更

（４）長期研修修了生等が行う市場調査の実施期間又は実施地域の変更

（５）市場調査を行う長期研修修了生等の変更

（６）交付決定額の変更をしようとするとき（ただし、交付決定額の30％を超えない範囲で減額しよ

うとする場合は、この限りでない。）

２ 知事は、前項の規定により変更（中止・廃止）承認申請書の提出があったときは、その内容の適否

等について決定を行い、当該補助事業者に通知するものとする。

３ 知事は、第１項の規定による承認をする場合において、必要に応じ補助金の交付の決定の内容を変

更し、又は条件を付することができる。

４ 知事は、前項の規定による協議の際に、補助事業者に対し、必要な調査を行うことができる。

第15条から第23条まで省略

附 則

１ この要綱は、平成26年７月24日から施行する。

２ この要綱は、令和６年５月31日限りその効力を失う。また、この要綱の規定に基づき交付された

補助金については第13条第１号から第５号まで、第15条、第16条第３項、第19条、第20条及び

第22条の規定は同日以降もなおその効力を有する。

附 則

１ この要綱は、平成27年４月１日から施行する。

附 則

１ この要綱は、平成28年４月１日から施行する。

附 則

１ この要綱は、平成28年７月１日から施行する。

附 則

１ この要綱は、平成29年４月１日から施行する。

附 則

第14条 補助事業者は、補助事業の内容又は経費の配分について、次の各号のいずれかの変更、中止、

若しくは廃止をしようとするときは、事前に知事と協議のうえ、別記第２号様式による補助金変更

（中止・廃止）承認申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

（１）補助事業の中止、若しくは廃止

（２）研修生の研修の中止

（３）研修生の研修期間の変更

（４）長期研修修了生等が行う市場調査の実施期間又は実施地域の変更

（５）市場調査を行う長期研修修了生等の変更

（６）交付決定額の変更をしようとするとき（ただし、交付決定額の30％を超えない範囲で減額しよ

うとする場合は、この限りでない。）

２ 知事は、前項の規定により変更（中止・廃止）承認申請書の提出があったときは、その内容の適否

等について決定を行い、当該補助事業者に通知するものとする。

３ 知事は、第１項の規定による承認をする場合において、必要に応じ補助金の交付の決定の内容を変

更し、又は条件を付することができる。

４ 知事は、前項の規定による協議の際に、補助事業者に対し、必要な調査を行うことができる。

第15条から第23条まで省略

附 則

１ この要綱は、平成26年７月24日から施行する。

２ この要綱は、令和５年５月31日限りその効力を失う。また、この要綱の規定に基づき交付された

補助金については第13条第１号から第５号まで、第15条、第16条第３項、第19条、第20条及び

第22条の規定は同日以降もなおその効力を有する。

附 則

１ この要綱は、平成27年４月１日から施行する。

附 則

１ この要綱は、平成28年４月１日から施行する。

附 則

１ この要綱は、平成28年７月１日から施行する。

附 則

１ この要綱は、平成29年４月１日から施行する。



１ この要綱は、平成30年４月１日から施行する。

附 則

１ この要綱は、平成31年４月１日から施行する。

附 則

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。

附 則

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。

附 則

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。

附 則

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。

附 則

１ この要綱は、平成30年４月１日から施行する。

附 則

１ この要綱は、平成31年４月１日から施行する。

附 則

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。

附 則

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。

附 則

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。



新

別表第１（第12条、第13条関係） 省略

別記

第１号様式（第10条関係）
第 号

年 月 日

高知県知事 様

市町村長

年度高知県伝統的工芸品産業等後継者育成対策事業費補助金交付申請書

年度高知県伝統的工芸品産業等後継者育成対策事業費補助金交付要綱第10条の規定により、
補助金 円の交付を申請します。

記

１ 事業区分

（１）短期研修事業

（２）研修環境整備事業

（３）研修者受入事業

（４）販路開拓支援事業

※事業区分を○で囲んでください。

２ 事業の目的

３ 事業実施期間

年 月 日 から 年 月 日 まで

４ 対象研修生等の確認

別表第１（第12条、第13条関係） 省略

別記

第１号様式（第10条関係）
第 号

年 月 日

高知県知事 様

市町村長

年度高知県伝統的工芸品産業等後継者育成対策事業費補助金交付申請書

年度高知県伝統的工芸品産業等後継者育成対策事業費補助金交付要綱第10条の規定により、
補助金 円の交付を申請します。

記

１ 事業区分

（１）短期研修事業

（２）研修環境整備事業

（３）研修者受入事業

（４）販路開拓支援事業

※事業区分を○で囲んでください。

２ 事業の目的

３ 事業実施期間

年 月 日 から 年 月 日 まで

４ 対象研修生等の確認



５ 収支予算

(1) 収入の部 （単位：円）

(2) 支出の部 （単位：円）

５ 収支予算

(1) 収入の部 （単位：円）

(2) 支出の部 （単位：円）

区 分 予 算 額 備 考

県 補 助 金

一 般 財 源

そ の 他

計

区 分 予 算 額
備 考

（積算根拠等）

短期研修事業

研修環境整備事業

研修者受入事業

販路開拓支援事業

計

予算議決日（又は議決予定日） 年 月 日 （予定）

区 分 予 算 額 備 考

県 補 助 金

一 般 財 源

そ の 他

計

区 分 予 算 額
備 考

（積算根拠等）

短期研修事業

研修環境整備事業

研修者受入事業

販路開拓支援事業

計

予算議決日（又は議決予定日） 年 月 日 （予定）



６ 事業の負担区分

（単位：円）

６ 事業の負担区分

（単位：円）

事業名 補助対象経費
負担区分

県補助金 市町村費 その他 計

短期研修事業

小 計

研修環境整備

事業

小 計

研修者受入

事業

小 計

販路開拓支援

事業

小 計

合 計

事業名 補助対象経費
負担区分

県補助金 市町村費 その他 計

短期研修事業

小 計

研修環境整備

事業

小 計

研修者受入

事業

小 計

販路開拓支援

事業

小 計

合 計



７ 実施研修計画書

短期研修事業 <短期研修>

（注）１ 各項目とも、必要に応じて別紙に記載しても構いません。

２ スケジュールや研修内容等を記載した研修カリキュラム案を添付してください。

３ 複数の研修指導者等で研修を行う際は、主担当と副担当を決めて明記してください。

７ 実施研修計画書

短期研修事業 <短期研修>

（注）１ 各項目とも、必要に応じて別紙に記載しても構いません。

２ スケジュールや研修内容等を記載した研修カリキュラム案を添付してください。

３ 複数の研修指導者等で研修を行う際は、主担当と副担当を決めて明記してください。

市町村名
担当課

（担当者）

事業のＰＲ等 ※事業ＰＲ方法や研修生の募集方法等を記入してください。

研修場所

研修実施予定時期 予定

日数 日

研修受入予定人数

研修指導者等 ※研修指導者の概要等（研修指導者の氏名、年齢、就業経験年

数、研修生受入態勢等）を記入してください。

研修内容等 ※研修内容、研修指導者名、研修生指導方法等を記入してくださ

い。

市町村支援内容 ※市町村の支援内容（助成方法、助成金額）を記入してくださ

い。

その他 ※その他必要な事項を記入してください。

市町村名
担当課

（担当者）

事業のＰＲ等 ※事業ＰＲ方法や研修生の募集方法等を記入してください。

研修場所

研修実施予定時期 予定

日数 日

研修受入予定人数

研修指導者等 ※研修指導者の概要等（研修指導者の氏名、年齢、就業経験年

数、研修生受入態勢等）を記入してください。

研修内容等 ※研修内容、研修指導者名、研修生指導方法等を記入してくださ

い。

市町村支援内容 ※市町村の支援内容（助成方法、助成金額）を記入してくださ

い。

その他 ※その他必要な事項を記入してください。



研修者受入事業 <長期研修>

（注）１ 研修生受入事業の場合は、研修生ごとに作成してください。

２ 各項目とも、必要に応じて別紙に記載しても構いません。

３ 年間スケジュールや研修内容等を記載した研修カリキュラム案を添付してください。

４ 長期研修の場合は研修生ごとに誓約書と住民票の写しを添付してください。

５ 複数の研修指導者等で研修を行う際は、主担当を決めて指導者全員を明記してくだ

さい。

研修者受入事業 <長期研修>

（注）１ 研修生受入事業の場合は、研修生ごとに作成してください。

２ 各項目とも、必要に応じて別紙に記載しても構いません。

３ 年間スケジュールや研修内容等を記載した研修カリキュラム案を添付してください。

４ 長期研修の場合は研修生ごとに誓約書と住民票の写しを添付してください。

５ 複数の研修指導者等で研修を行う際は、主担当と副担当を決めて明記してください。

市町村名 担当課

（担当者）

研修受入生産者等 ※研修受入生産者の概要等（研修施設等の名称、研修指導者の氏

名、年齢、就業経験年数、経営概要、研修生受入態勢等）を記

入してください。

研修生 ※研修生の概要（氏名、年齢、新規学卒・Ｕ・Ｉターン別、県内

外出身別、その他伝統工芸就業経験、研修希望内容等）を記入

してください。

研修内容等 ※研修予定期間、研修内容、研修生指導方法等を記入してくださ

い。

市町村支援内容 ※市町村の支援内容（助成方法、助成金額、研修生の待遇内容、

研修実施状況の把握方法等）を記入してください。

その他 ※その他必要な事項を記入してください。

市町村名 担当課

（担当者）

研修受入生産者等 ※研修受入生産者の概要等（研修施設等の名称、研修指導者の氏

名、年齢、就業経験年数、経営概要、研修生受入態勢等）を記

入してください。

研修生 ※研修生の概要（氏名、年齢、新規学卒・Ｕ・Ｉターン別、県内

外出身別、その他伝統工芸就業経験、研修希望内容等）を記入

してください。

研修内容等 ※研修予定期間、研修内容、研修生指導方法等を記入してくださ

い。

市町村支援内容 ※市町村の支援内容（助成方法、助成金額、研修生の待遇内容、

研修実施状況の把握方法等）を記入してください。

その他 ※その他必要な事項を記入してください。



販路開拓支援事業

（注）１ 複数名で実施する場合は、長期研修修了生等ごとに作成してください。

２ 各項目とも、必要に応じて別紙に記載しても構いません。

３ 事業スケジュール案を添付してください。

４ 研修修了生等は住民票の写しを添付してください。

販路開拓支援事業

（注）１ 複数名で実施する場合は、長期研修修了生等ごとに作成してください。

２ 各項目とも、必要に応じて別紙に記載しても構いません。

３ 事業スケジュール案を添付してください。

４ 研修修了生等は住民票の写しを添付してください。

市町村名 担当課

（担当者）

事業内容 ※市場調査の概要（調査の目的、調査実施期間、調査実施地域、調査

を行う展示会・商談会等の名称、その他調査の具体的内容等）を記入

してください。

長期研修修了生

等

※長期研修修了生等の概要（氏名、年齢、長期研修修了生の場合は

研修実施期間、就業年数、現在の就業場所等）を記入してくださ

い。

市町村支援内容 ※市町村の支援内容（助成方法、助成金額、調査実施状況及び実施

結果の把握方法等）を記入してください。

その他 ※その他必要な事項を記入してください。

市町村名 担当課

（担当者）

事業内容 ※市場調査の概要（調査の目的、調査実施期間、調査実施地域、調査

を行う展示会・商談会等の名称、その他調査の具体的内容等）を記入

してください。

長期研修修了生

等

※長期研修修了生等の概要（氏名、年齢、長期研修修了生の場合は

研修実施期間、就業年数、現在の就業場所等）を記入してくださ

い。

市町村支援内容 ※市町村の支援内容（助成方法、助成金額、調査実施状況及び実施

結果の把握方法等）を記入してください。

その他 ※その他必要な事項を記入してください。



８ 添付書類

(1) 長期研修の場合は、 次に掲げる事項を記載した関係書類等（様式自由）
・ 研修生、研修受入生産者等の選定経過及び結果

・ 研修内容の検討経過及び結果

・ 研修生の待遇方法の検討経過及び結果

・ 研修実施状況の確認方法の検討経過及び結果

(2) 研修環境整備事業の場合は、必ず短期研修及び長期研修のカリキュラム案と研修生の情報を
添付してください。

(3) 販路開拓支援事業の場合は、次に掲げる事項を記載した関係書類等
・ 産地組合からの推薦書（様式自由）（長期研修修了生の場合除く。）

・ 市場調査の対象となる展示会・商談会等の情報

(4) 市町村の助成金交付に際する条件等を規定した規則又は要綱
(5) 県税の滞納がない旨を証する納税証明書等（間接補助事業者）
(6) 誓約書兼同意書（別記第１号様式の１及び２）
(7) (1)から(6)までに掲げるもののほか事業実施内容の説明に必要な資料等

８ 添付書類

(1) 長期研修の場合は、 次に掲げる事項を記載した関係書類等（様式自由）
・ 研修生、研修受入生産者等の選定経過及び結果

・ 研修内容の検討経過及び結果

・ 研修生の待遇方法の検討経過及び結果

・ 研修実施状況の確認方法の検討経過及び結果

(2) 研修環境整備事業の場合は、必ず短期及び長期研修のカリキュラム案と研修生の情報を添
付してください。

(3) 販路開拓支援事業の場合は、次に掲げる事項を記載した関係書類等
・ 産地組合からの推薦書（様式自由）（長期研修修了生の場合除く。）

・ 市場調査の対象となる展示会・商談会等の情報

(4) 市町村の助成金交付に際する条件等を規定した規則又は要綱
(5) 県税の滞納がない旨を証する納税証明書等（間接補助事業者）
(6) 誓約書兼同意書（別記第１号様式の１及び２）
(7) (1)から(6)までに掲げるもののほか事業実施内容の説明に必要な資料等



第１号様式の１ 省略

第１号様式の２ 省略

（参考様式１） 省略

第２号様式（第14条関係） 省略

（参考様式２） 省略

第３号様式（第16条関係） 省略

第４号様式（第16条関係） 省略

第５号様式・（参考様式３） 省略

第１号様式の１ 省略

第１号様式の２ 省略

（参考様式１） 省略

第２号様式（第14条関係） 省略

（参考様式２） 省略

第３号様式（第16条関係） 省略

第４号様式（第16条関係） 省略

第５号様式・（参考様式３） 省略


